
��������	
�������� ��

効
利
用
が
大
切
で
す
。

　

そ
の
実
現
の
た
め
に
は
、国
や

地
方
公
共
団
体
が
で
き
る
限
り
の

取
り
組
み
を
行
う
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、何
よ
り
も
土
地
政
策

に
対
す
る
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
が
不
可
欠
で
す
。

　

こ
の
観
点
か
ら
、毎
年　

月
を

１０

「
土
地
月
間
」と
定
め
、普
及
・
啓
発

活
動
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

本
年
度
は
、『
住
む
ま
ち
の 
明

日
を
み
つ
め
て 
土
地
活
用
』を
標

語
と
し
て
、国
お
よ
び
地
方
公
共

団
体
、さ
ら
に
は
関
係
団
体
な
ど

が
主
体
と
な
っ
て
全
国
的
な
普

及
・
啓
発
活
動
を
展
開
し
て
い
ま

す
。こ
の
機
会
に
、豊
か
で
安
心
で

き
る
住
み
よ
い
社
会
を
築
い
て
い

く
た
め
、皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
一
度
、土

地
の
有
効
利
用
に
つ
い
て
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
。

�
�
��
�
�
�
�
本
庁
企
画
調

整
課�
�
８
６
４
１

　　

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
で
は
、使

用
で
き
る
廃
品
を
修
理
し
、　

点
６０

ほ
ど
販
売
し
ま
す（
希
望
者
が
複

数
の
場
合
は
抽
選
）。

�
�
�
�
�
��
�
	
家
具（
テ
ー

ブ
ル
、タ
ン
ス
な
ど
）１
万
円
以
下
、

大
人
用
自
転
車
２
０
０
０
円
、子

ど
も
用
自
転
車
１
０
０
０
円
以
下
、

そ
の
他（
三
輪
車
な
ど
）５
０
０
円

以
下�
�
�
�
�
�
　

月
１
日�

１０

〜　

日�
（�
�
を
除
く
）９
時
〜

２８

�
�
�
�
　

月　

日�
　

時
〜　

１０

１４

１０

１３

時�
�
�
�
千
厩
支
所�
�
�
�

多
重
債
務
な
ど
消
費
者
問
題
、離

婚
・
契
約
・
相
続
な
ど
法
律
全
般
、

消
費
者
救
済
・
生
活
再
生
資
金
貸

付
制
度
相
談�
�
�
�
�
弁
護
士
、

同
一
関
相
談
セ
ン
タ
ー
職
員
※
予

約
は
前
日
の　

時
ま
で
。

１７

�
�
�
�
��
�
�
�
	
�


千

厩
支
所
市
民
課�
�
３
９
４
２

�
�
�
�
　

月　

日�
　

時
〜　

１０

１０

１０

１５

時�
�
�
�
一
関
サ
テ
ィ�
�
�

�
�
無
料�
�
�
�
�
【
法
務
な

ん
で
も
相
談
所
】法
務
局
職
員【
女

性
と
親
子
の
た
め
の
何
で
も
相
談

所
】人
権
擁
護
委
員
・
法
務
局
職
員

※
毎
週�
・�
９
時　

分
〜　

時

３０

１５

　

分
に
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
常

３０駐
人
権
相
談
所
を
開
催
し
て
い
ま

す
。

�
�
��
�
�
�
�
盛
岡
地
方
法

務
局
一
関
支
局�
�
４
１
４
９

�

土
地
は
、国
民
の
た
め
の
限
ら

れ
た
貴
重
な
資
源
で
す
。子
供
た

ち
の
将
来
の
た
め
、明
日
の
豊
か

な
暮
ら
し
の
た
め
に
も
土
地
の
有

　

時�
�
�
�
�
�
同
プ
ラ
ザ
展

１６示
コ
ー
ナ
ー�
�
�
�
�
�
　

月
１０

　

日�
　

時　

分
〜
◇�
�
�
�

３０

１３

３０

�
直
接
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
に
お

い
で
く
だ
さ
い（
電
話
不
可
）。

�
�
��
�
�
�
�
一
関
清
掃
セ

ン
タ
ー�
�
２
１
５
７

　

厳
美
・
萩
荘
・
舞
川
・
弥
栄
地
区

お
よ
び
東
山
町
・
室
根
町
・
川
崎
町

全
地
区
の
世
帯
に　

月
中
旬
に
調

１０

査
票
を
郵
送
し
ま
す
。

　

調
査
内
容
は
、住
所
、世
帯
全
員

の
氏
名（
振
り
仮
名
）、生
年
月
日
、

性
別
、世
帯
主
と
の
続
柄
、本
籍
、

筆
頭
者
の
確
認
で
す
。

　

内
容
に
誤
り
が
あ
る
場
合
は
、

訂
正
の
上　

月　

日�
ま
で
に
同

１１

１６

封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く

だ
さ
い（
誤
り
が
な
い
と
き
は
返

送
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

�
�
�
�
�
�
�
�
【
厳
美
・
萩

荘
・
舞
川
・
弥
栄
地
区
】本
庁
市
民

課
登
録
係【
東
山
町
・
室
根
町
・
川

崎
町
】各
支
所
市
民
課
市
民
係

　

市
内
の
中
小
企
業
の
み
な
さ
ん

が
、市
内
に
工
場
な
ど
を
増
設
す

る
場
合
の
経
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
市
内
で
製
造
業
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、自
然
科
学
研

究
所
を
営
む
中
小
企
業
※
市
税
の

滞
納
が
無
い
こ
と
が
条
件
で
す
。

�
�
�
�
�
�
生
産
能
力
な
ど
事

業
を
拡
大
す
る
た
め
、市
が
認
定

し
た
計
画
に
基
づ
き
市
内
に
工
場

な
ど
を
増
設
し
、新
規
雇
用
者
数

が
５
人
以
上
増
加
し
、か
つ
対
象

経
費
が
１
億
円（
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
を
除
く
）以
上
の
事
業
。

�
�
�
�
�
�
工
場
な
ど
の
増
設

に
要
し
た
経
費（
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
を
除
く
）。※
一
部
、対

象
外
経
費
や
算
入
制
限
が
あ
り
ま

す
。��
�
�
�
�
対
象
経
費
の

５
％
と
し
、２
０
０
０
万
円
を
上

限
と
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
本
庁
工
業
課

�
�
８
４
５
１

�

市
で
は
、「
急
ぐ
よ
り 
家
族
の

笑
顔
を
大
切
に 
想
う
心
で 
ゆ
と

り
の
仕
事
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、　１１

月　

日
ま
で
秋
の
農
作
業
安
全
月

１５
間
と
し
て
、農
作
業
事
故
防
止
の

取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

秋
の
農
繁
期
は
夕
暮
れ
が
早
く
、

気
持
ち
の
焦
り
か
ら
、事
故
の
危

険
性
が
高
く
な
り
ま
す
。作
業
時

に
は
次
の
こ
と
に
注
意
し
、事
故

の
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
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と
し
の
通
常
の
口
座
振
り
替
え
で

は
保
険
料
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。し

か
し
、当
月
保
険
料
を
当
月
末
に

引
き
落
と
す
早
割
制
度
を
利
用
す

れ
ば
、月
額　

円
の
割
り
引
き
に

５０

な
り
ま
す
。

　

申
し
込
み
は
社
会
保
険
事
務
所

ま
た
は
金
融
機
関
・
郵
便
局
の
窓

口
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
一
関
社
会
保

険
事
務
所�
�
４
２
４
６

　

検
察
審
査
員
候
補
者
に
選
ば
れ

た
人
に
は
、　

月
下
旬
こ
ろ
に
通

１１

知
書
が
届
き
ま
す（
こ
れ
は
、「
裁

判
員
候
補
者
」と
は
違
い
ま
す
）。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

ゆ
と
り
の
あ
る
、
計
画
的
な
作

業
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

�
�
��
�
�
�
�
本
庁
農
政
課

�
�
８
４
２
７
ま
た
は
各
支
所
産

業
経
済
課

　
　

月　

日�
を
中
心
に
、秋
の

１０

１８

一
斉
清
掃
を
実
施
し
ま
す
。

　

道
路
わ
き
や
公
園
・
空
き
地
な

ど
か
ら
ポ
イ
捨
て
ご
み
や
犬
の
ふ

ん
な
ど
を
な
く
し
、「
ポ
イ
捨
て
の

な
い
き
れ
い
な
ま
ち
一
関
」に
す

る
た
め
の
清
掃
で
す
。

　

び
ん
・
缶
拾
い
、側
溝
の
泥
上
げ
、

草
刈
り
な
ど
各
地
区
の
実
情
に
合

わ
せ
て
、事
故
や
け
が
に
注
意
し

な
が
ら
、で
き
る
範
囲
で
の
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。※
家
庭
か
ら

出
る
ご
み
は
通
常
の
収
集
日
に
出

し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
��
�
�
�
�
本
庁
生
活
環

境
課�
�
８
３
４
１
ま
た
は
各
支

所
市
民
課
環
境
衛
生
係

　

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
書
で

納
め
る
方
法
や
、口
座
振
り
替
え

で
納
め
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。納

め
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
、便
利
な
口

座
振
り
替
え
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

当
月
保
険
料
を
翌
月
末
引
き
落

　

犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
た
の
に
検

察
官
が
そ
の
事
件
を
裁
判
に
掛
け

て
く
れ
な
い
。そ
の
よ
う
な
人
の

た
め
に
、検
察
官
の
処
分
の
良
し

あ
し
を
審
査
す
る
の
が「
検
察
審

査
会
」で
す
。

　

一
般
の
有
権
者
の
中
か
ら
、ま

ず
審
査
員
候
補
者
が
く
じ
で
選
ば

れ
、さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
審
査
員

が
く
じ
で
選
ば
れ
ま
す
。

　

審
査
員
に
選
ば
れ
た
と
き
に
は
、

住
民
の
代
表
と
し
て
こ
の
仕
事
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
一
関
検
察
審

査
会
事
務
局（
盛
岡
地
方
裁
判
所

一
関
支
部
内
）��
４
１
４
８
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